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昭和初期博物館教育への一視点
―�星合正治『米国内各博物館の教育事業

に就いて』（1932）より

橋本　まゆ
所員、講師（非常勤）

はじめに
明治期にわが国に博物館が誕生して以降、その教育的側面

に関しても少なからざる関心が寄せられてきた。中でも、明
治 4年（1871）、文部省博物局の観覧施設として、湯島聖堂
内に展示場を設置されたことに起源を発する現・国立科学博
物館は、高等師範学校の附属となり、教授用具の陳列や研究、
海外の教育理論の研究を主要な事業としていた時期（明治 22
年（1889）-大正 3 年（1914））があり、学校教育に資する教育
施設としての機能を果たした。高等師範学校から独立し、文
部省普通学務局の直轄となったのを機に「東京教育博物館」
と改称し（その後、「東京博物館」）、学校教育のための教育博
物館から、社会教育のための自然科学の博物館へとその性格
を改めることとなった。関東大震災により、施設、標本のす
べてを消失し、再建を目指す中で、昭和 6年（1931）2 月に「東
京科学博物館」と改称、同年 9月に新館（現・日本館）が竣
工し、11 月に開会式を挙行し新たな舵をきった。この間、
明治 39 年（1906）から大正 13 年（1924）まで、同館にて主事、
館長事務取扱、その後館長として事業を推進したのが、棚橋
源太郎（1869-1961）である。もともと理科教員であった棚橋
は、高等師範学校の教授として教育博物館主事を兼務したの
が博物館とのかかわりのきっかけであったが、その後、教育
と博物館研究を目的とした欧米への留学を経て、同館の教育
博物館から社会教育施設への進展に力を尽くした。退官後、
昭和 5年（1930）には、労作『眼に訴へる教育機関』を刊行
した。本書において棚橋は、博物館の成立・発展史を概観し
た上で、国内外の多種多様な博物館を系統立て分類し、それ
ぞれの館の理念に応じた社会的役割を論じた。同時に博物館
とその教育の在り方についても論じ、博物館史、博物館教育、
博物館学の広範にわたる棚橋の研究は、今日にいたるまで高
く評価されている＊1。棚橋と関係が深く、東京科学博物館の
教育活動に尽力した人物には、森金次郎（1880-没年不詳）が
いる。森は愛知師範学校および東京高等師範学校を卒業後、
全国の中学校・師範学校で教員として勤めたのち、大正 6年
（1918）に、館長を務めていた棚橋の招きにより、教育博物
館（後・東京科学博物館、現・国立科学博物館）へ異動し、学
芸官として約 20 年間勤務した。この間、昭和 4年（1929）3
月より文部省の留学生として一年半に渡り、欧米各国の博物
館を視察した。この留学の目的は、関東大震災からの復興の
一環で新設される東京科学博物館の展示構想のための資料調
査にあった。留学によって得られた知見は、論文や報告文の
形で度々紹介された＊2。さらに帰国後、森は郷土教育の観点
から博物館教育論を展開した＊3。
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この他にも、昭和初期（1920 年代後半から 1930 年代の半ば）、
博物館教育に関する論究や調査のための海外視察が盛んに行
われた。児童博物館の開設をめぐる多様な議論もまたこの時
期の特徴である。児童博物館とは、欧米における Children＇s  

Museumから着想された子どもを対象とする博物館である。
昭和 3年（1928）に京都にて龍谷大学教授であった中井玄道
が開設した財団法人仏教児童博物館は、ボストン児童博物館
と交流を深めながら、仏教を基軸とする子どものための博物
館として機能した＊4。
本稿では、こうした時流の中、昭和 7年（1932）に東京科
学博物館より刊行された、電気工学者・星合正治（1898-1986）
による『米国内各博物館の教育事業に就いて』［図 1］ ＊5 を読
み解いてゆきたい。この一冊の書籍は、「東京科学博物館報
告第一号」とシリーズ名が冠されている通り、東京科学博物
館より海外博物館視察を委嘱された星合がまとめ上げた報告
書である。大半の博物館教育に関する論者が、教育もしくは
博物館事業と深くかかわっていたのに対し、東京帝国大学工
学部の助教授であった星合は、言わば門外漢であった。その
星合が博物館の視察を委嘱された経緯について、本書の緒言
に記されている。それによると、昭和 5 年（1930）の 10 月
より、文部省の命を受けて電気工学の視察のため在外研究員
として北米に滞在したが、折しもこの時期は東京科学博物館
がリニューアル開館に向けて活動を本格化させる時期にあっ
たため、博物館とりわけその教育部に関する調査について
も、文部省から依頼されたとある＊6。昭和 6年（1931）12 月

の帰朝後、星合は東京帝国大学（後・東京大学）の教授を務め、
電気工学の第一人者として大きな足跡を残した。本書以降、
博物館教育を論じた著作は存在しない。本書は『博物館基本
文献集第六巻』（伊藤寿朗監修）に所収されており、研究史上
忘れられた文献という訳ではない。一方で、事例報告の要素
が強く、また、専門家以外の立場からの報告である点に起因
するのだろうか、博物館教育研究史において論及される例は
見受けられない。しかしながら本稿で詳しく取り上げる理由
は、多種多様に展開されるアメリカの博物館教育の活動を明
確に分類した上で、事例を豊富に紹介する点において、今日
の博物館教育を研究する見地に立ってみても、非常に有益で
あるからにほかならない。さらに視察したアメリカの博物館
教育活動を客観的に系統・分類し、その見取り図を構築する
本書にあって、その結言のなかで、星合が実物教育と博物館
教育との連関についての本質的な問いを投げかけている点も
また、注目に値するからである。本稿では、以下はじめに博
物館教育事業の報告書としての本書の有用性について、具体
的な記載内容に即して確認したのち、本書の終章における星
合の記述に着目し、昭和初期の博物館教育と学校教育との連
関について考察を加えたい。

星合正治『米国内各博物館の教育事業に就いて』（東京科学博
物館、1932）

はじめに本書の目次［図 2］に着目したい。目次の組み立
てが教育事業の分類項目と同一であるため、目次の確認は星
合による教育事業の体系と分類を一覧するに等しいからであ
る。この目次から明らかなように、星合はまず事業を内容に
従い三つに大別する。「講演会、講習会」「案内、説明、実地
指導」「標本、写真等の貸与」である。今日の博物館教育事
業に照らせば、それぞれ「講演会」「展示解説、ギャラリートー
ク、ワークショップ」「アウトリーチ活動」と呼び替えられ
よう。いずれも博物館教育事業の根幹を成す本質的な活動で
ある。もちろんこれらは上位分類項目であって、それぞれの
項目のもとには、さらに詳細な項目が立てられ、各館の実践
事例が振り分けられている。上記の大項目に対しては、その
教育事業の対象者を「一般成人」「学校・児童」に分け、詳
しく記載する。報告書としての本書の最大の特徴は、明確な
分類項目を立て上で、複数の館を横断しながら該当する教育
活動を詳しく列記する点にほかならない。この方法により、
一つの教育活動に対する多様な実践が明らかになるととも
に、ときにはその教育活動をめぐる当時の社会的な状況や課
題が、各館との比較を通して浮かび上がってくるのである。

図 1　 星合正治『米国内各博物館の教育事業に就いて』（1932）表紙 

慶應義塾図書館所蔵
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星合は本書の冒頭において、「特に従来吾国に於ける此の種
の事業が兎角「静的」である様に思はれたのに対して、彼地
の夫等各博物館の活動が「動的」であり、其の教育部をして
自ら大声に社会に呼びかけて居るかの如き状況を親しく見学
して、感嘆おく能はぬものがあつた。」＊7 と述べたが、こう
した実感は複数の都市をめぐり、それぞれの博物館事業を細
やかに視察したからこそ、得られたにちがいない。さらに本
書は、プログラム類の画像やその内容を原文のまま書き起こ
し適所に掲載しており、極めて高い資料的価値を有するのも
特徴である。［図 3］ ［図 4］ ［図 5］
一章「米国内の各種博物館」では、およそ十カ月の期間に、

星合が教育事業調査のために訪れた主要な博物館・美術館が
挙げられている。自然史関連の博物館では、American Mu-

seum of Natural History（以下、アメリカ自然史博物館）、Field 

Museum of Natural History（以下、フィールド自然史博物館）、
National Museum Smithsonian Institution、Carnegie Museum

（ピツバーグ市）（以下、カーネギー博物館）、Cleveland Museum 

of Natural History（以下、クリーヴランド自然史博物館）、Mu-

seum of Natural History （以下、ボストン自然史博物館）、美術
館では、Metropolitan Museum of Art（以下、メトロポリタン

美術館）、Museum of Fine Arts （Boston）（以下、ボストン美術図 2　目次

図 3　ボストン児童博物館の「Week-end Talks for February」およびフィールド自然史博物館 の「Free Motion Pictures for Children」の詳細
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図 4　アメリカ自然史博物館の学校向けの貸し出し標本

図 5　標本を貸し出した学校数の分布図（マンハッタン市内）
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館）、 Art Museum （トレド市）、児童博物館では、The Chicago 

Academy of ScienceおよびChildren＇s Museum of Boston（以下、

ボストン児童博物館）を視察したとある。中でも主要滞在先
からの交通の便が良く、最も多く訪れたのがアメリカ自然史
博物館であり、その教育活動が数多く紹介されている。この
ほどの調査の目的が新設の東京科学博物館の教育事業に資す
る調査である点を考えると、アメリカ自然史博物館を最も多
く視察し、その教育活動を報告し得たことは、非常に大きな
収穫であったにちがいない。
各事業の詳細な説明については紙幅の都合により省略せざ
るを得ないが、以下、「Ⅲ .講演会並に講習会」より「イ、
一般成人向きのもの」および「ロ、学校との連絡」＊8 について、
その内容を要約し紹介したい。
「Ⅲ .講演会並に講習会」の冒頭で、星合は博物館所属の
職員や博物館外からの講師を招いて開催する講演・講義は、
どの博物館でも行われる最も一般的な教育事業であるとした
上で、ボストン自然史博物館、クリーヴランド自然史博物館
の「Free Public Lecture」、フィールド自然史博物館の「Fifty-

fifth Free Lecture Course-Spring 1931」、カーネギー博物館の
「Sunday Afternoon Series of Lectures 1930-1931」「Thursday 

Evening Series of Free Lectures」、メトロポリタン美術館 の
「Courses of Lectures, Gallery Talks Study-Hour, and Story 

Hours」の計 5館の事例について、それぞれの開催曜日・時
間、開催頻度、演題、演者、参加人数、さらにはプログラム・
印刷物の画像とあわせて記載する。各館のプログラムには館
の特徴に応じて様々な演題が掲載されており、興味は尽きな
い。星合は、カーネギー博物館のプログラムが、同博物館附
属図書館の蔵書から、講演内容の参考文献を挙げている点も
特記している。これらの講演会を総括する際、星合は自身の
経験を引用しながら「之等の公開講演に対して一般の市民は
可成の熱心さとかつ興味とを持つて居る様で、筆者自身も数
回此の種の講演を聴講したが、其の折の経験に依ると、講堂
は大抵満員で、入場を謝絶される程度の事も多い様であつ
た」と記し、講演会が博物館教育事業として、広く社会に浸
透していた様子を伝える。同様な事例紹介の方法は、「a.  一
般少年向きお話しの会及び映画会」でも繰り返されている。
学校の休日を利用し、児童を集めて開催されるお話し会や映
画会もまた、多くの博物館で行われており、カーネギー博物
館の「Saturday Afternoon Lectures for Children」、ボストン児
童博物館の「Week-end Talks for February」、フィールド自然
史博物館 の「Free Motion Pictures for Children」、アメリカ自
然 史 博 物 館 の「Saturday Afternoon Program for School 

Children and Parents 」を挙げて、その概要およびプログラム
をまとめている。学校の児童に向けた教育活動では、小学校、
中学校、実業学校を対象に、博物館が定めた時間に講義を行
う場合に加え、博物館でいくつかのテーマを設定し、学校が
その中から選択、講義を行う事例が紹介されている。アメリ
カ自然史博物館では、児童を陳列室につれてゆき、実物を前
に博物館職員による講義が行われたとある。内容は、天文、
地理、工業、歴史、衛星、博物であった。この他に学校の教
員が陳列品について解説する事例もあり、これは博物館から
最も歓迎されたという。博物館は教員のために、館内の導線、
展示資料の解説、児童への発問例を掲載した冊子を作成して
いることも記されている。
つぎに注目すべきは、「学校との連絡」の中でも「e.  学校
の准正課として博物館の講義に参加するもの」である。ここ
で挙げられるのは、博物館が州または市の教育部と連携をと
り、特定の科目については博物館内での講義を学校での正課
と同様に取り扱う事例である。フィラデルフィアの商業博物
館では、主として地理関係の学科について、同市の各学校の
教員と計って、小学校から大学専門学校にいたるまで、80
種類の題目を設け、学校の要求に応じて館内で授業を行うと
ある。ピツバーグのカーネギー博物館においても、博物館で
の講義が小学校の第八学年級での正課の一部に加えられる。
学校の授業の一環で博物館を訪れ学ぶのではなく、博物館設
置講座の受講が学校の正課と認定される非常に先進的な事例
であるといえよう。さらに密に学校と博物館との連携・連絡
が描かれるのが、項目「ハ、教員の為の講習会」である。実
物教育が授業に盛んに取り入れられた当時のアメリカでは、
博物館が所蔵する標本、写真、幻燈種板［スライド］、活動
写真フイルムの貸し出し要求が高まりを見せた。教員を対象
に貸し出し器具の取り扱いや博物館の利用に関する専門的な
講習を行うために、講習会が開催された。本書にはアメリカ
自然史博物館の事例が詳しく記されている。1930 年の 10 月
から 12 月にかけて、木曜日の午後に 11 回の講習が開催され
た。定員は 20 名、小学校の教員は無料とある。好評を博し
たため、1931 年より、春期・秋期の二期開催されたとある。
本書には 1931 年の春期のプログラム「Mechanics of Visual 

Instruction」の各回の内容が詳しく記されているが、プログ
ラム名から明らかなように、映写機器の使用について実技を
交えながら学ぶ機会であった。最終日にはノートを提出し、
講習修了の資格を得られたという。さらに「Course in 

Geography」 で は「Man＇s Adjustments to His Environment」
と題し全 20 回講習が行われたが、初回では同館の所長が
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「Plans and Aims of the Course」と題する開講の辞を述べ、ま
た最終回には、学芸員補が講演「Classroom Applications of 

the Course」を行ったとある。この講習でもやはり最後にノー
トと 4000 語の以上の論文を提出し、講習を修了した資格が
与えられた。つづいて言及されるのが、「Back Grounds for 

Progressive School Units」である。このプログラムはメトロ
ポリタン美術館 とアメリカ自然史博物館の共同講習会で
あったと記されており、小学校の教師および師範学校の生徒
は無料で聴講可能であった。コロンビア大学の学生が受講し
大学での評価を得ようとすると、美術館に規定の授業料を支
払う制度があった。さらにメトロポリタン美術館の講習会
は、ニューヨーク大学、コロンビア大学などとも連携してお
り、講習は学校の正課の一部と認定されたと記されている。
博物館・美術館が学校教育を補助し、互いに連携を深めてゆ
く実態が、学務制度の面からも報告されている。
上記は主に学校を対象とする記載内容について内容をまと
めたが、報告書の一部分を切り出しただけでも明らかなよう
に、星合の記述は正解であり、かつ重要事項に関する遺漏が
ない。同時に、項目を設定し、それぞれに該当する事例を細
かく列挙することで、当時のアメリカにおける博物館教育の
活況を描き出すことに成功している。各教育事業の詳細な記

述は、新設を機に博物館教育事業を本格化させようとしてい
た東京科学博物館にとり、実践的で非常に有益であったこと
は想像に難くない。とりわけ、教員を対象とする研修会は、
博物館と学校が連携し、教科の中で有効に博物館見学を取り
入れるためには不可欠な視点であり、アメリカにおける実態
を知り得たことの意義は大きい。

実物教育と博物館
本書の最終章「Ⅶ .彼我教育事情の相異と本邦に於ける博
物館の教育事業に就いて」では、学校教育と博物館教育との
「実物教育」をめぐる連携について、星合の見識が述べられ
る。アメリカでの実物教育の隆盛に触れ、近年は「Progressive 

Education［進歩主義教育］」が試みられているとし、「従来
の様に唯、教員から講義して其のまま児童に記憶させる方法
でなく、児童自らが興味を起こして自ら探求の途を採らせ
る」方がはるかに教育上の効果が大きく、自主的な学びが促
進されると説明する。アメリカの教員は児童の興味を誘発さ
せ、その上で適切に指導してゆく方針を採用するため、博物
館事業が歓迎されるとの見解を示している。つづけて星合の
議論は、日米の教科書の比較に及ぶ。日本の教科書の説明が
簡単かつ抽象的であるのに対し、アメリカの教科書はかなり

図6　日本とアメリカの教科書の比較　「電燈」についての説明
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委細にわたり、しかも実際的であるとし、日米の教科書から
それぞれ電燈についての記載を挙げて示す。［図 6］日本の
教科書は「所謂教科書的で、要領だけを示して居る為、児童
は単に教科書を見るだけで教員の説明なくしては、自ら如何
ともなし難い。換言すれば、児童をして自発的に其の興味の
赴くままに探求をすすめさせると云う途は少しも講ぜられて
居らぬ様に思はれる。」と述べる。対して、アメリカの教科
書は図を示し、視覚的な理解を促す。
星合は本書の中で「実物教育」を Visual Instruction の訳語

としてしばしば使用するが、教育学研究の分野では、「実物
教育」は「実物教授・直観教授」と表記される。『教育学辞典』
（1936-39）の項目「直観教授」を確認しよう。語義について
は「一般的には直観の原理を基礎とする教授方法を意味し、
狭くは下級に於いて特に基礎的知識を媒介するため為に設け
る一分科を指す。前者は原理としての直観教授、後者は教科
としての直観教授である」と定義している。つづけて「原理
としての直観教授」という小項目の中では、直観の意義が必
ずしも一定しないとしながらも、以下のように定義する。

第一には直観の字義によつて知られるやうに、事物を精
確に観ることを意味する。偶然眼に入り来る事物の影像
は不精確を免れないが、特に有意的に注意を向けて精確
に観る其の作用が直観である。第二には、屡々此の作用
の結果として現はれる認識を直観と呼ぶ。観る作用によ
つて観られた事物の影像が判然と心に描かれるのであ
る。而して此の影像が事物の取り去られた後にも尚残存
する時には、之を観念又は表象と称する＊9。

さらに直観の結果得られた観念は、「明瞭判然たる心像と
なることが出来、従つて事物の各部分の形態性質等を明瞭に
捉へた完全な観念を現はす為にも直観といふ語が使用されて
いる」とつづけている。そしてこの場合には、直観は意味が
拡張されて、単に眼で観ることだけではなく、感覚器官を以
てする経験のすべてに適用されるのである。
感覚的知覚による直観は、とりわけ理科などの具体的事物
現象を対象とする教科に適している。直接実物・実現象に児
童を当たらせ、感覚的知覚による直観を「門戸」として収得
される理科に対して、直接の経験を通じての学びが難しい修
身、国史、郷土などの倫理的・精神的な題材を扱う場合には、
児童の既有観念を利用して想像的に学ばせる必要があり、こ
れを外的直観に対して、内的・精神的直観と称すると、同辞
典では記されている。

星合は視覚 Visual の語を実物に充てるが、おそらくその
根拠となるのは、出典が明らかではないものの、星合が最終
章で引用している英語の一文「視覚を通して、人は他の感覚
器官を通ずるよりも、10 倍以上の情報を得ることができ
る」＊10 に依ると考えられる。この一文に当たるとして、星合
は日本語の「百聞は一見に如かず」を引き合いに出す。星合
は五感のなかでも視覚の働きに強く訴える教授法を実物教育
Visual Instructionと捉えているのである。視覚を中心とする
事物の把握とそれを可能にする実物教授、およびその手段と
しての博物館教育の活用が、星合の導き出した博物館教育と
学校教育との連携の在り方であった。そして、博物館教育の
存在価値は、学校教育の補助教育であらねばならない、と結
論づけている。

将来此の方法［博物館での授業］を実行するに当つて常
に留意する必要のある事は、之が実物を以つて全然書物
に代へんとするものではなく、何処迄も之を補助的教材
として用ひんとするものである事である。同時に又、博
物館の教育事業は之を以つて決して学校教育に代へんと
するものではなくて、矢張り、何処迄も補助教育の意味
のものであり、この意味からこそ又此の種の事業が充分
効果的であり得、且、充分、事業の存在の価値があり得
るものである。＊11。

同様の主張は、本書の二年間前に刊行された棚橋の『眼に
訴へる教育機関』（1930）に見出せる。同書の第十三章「博
物館と学校教育」の中で、棚橋は「博物館へ見学に来た学級
に対して行ふ所の説明講演は、学校教育の補助的性質のもの
であらねばならぬ。即ち之に依つて学校の正課の代用たらし
めんとするならばそれは失敗である。」と強く述べる。そし
て、博物館見学の価値は、児童・生徒が教室で聴き、あるい
は教科書で学んだ内容を、実地の観察を通して現実化し、内
容を意味づけてゆく点にあると主張する＊12。棚橋の求める
博物館と学校教育の理想的な連携とは、すなわち、各都市各
地に博物館が設置され、学校の教育上、理科、地理、歴史、
図画等の授業の一環として月に数回児童・生徒が来館し、実
物を前に学ぶことで教室での学びがより豊かになり、真の教
育を果たすことであった。理科教員として、学校教育におけ
る実物教授・直観教授の推進に取り組んだ実績のある棚橋
は、欧米での博物館視察を通じて、自身の理科教育について
の思想を、通俗教育・社会教育へと応用した＊13。ここでも
やはり、実物教育を補助する方法としての博物館利用が挙げ
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られているのである。教科書中心の学びに偏るのではなく、
実物を使用し、視覚を中心とする感覚器官へ訴える学びは、
学校教育における博物館の活用の最も重要な動機であった。
とはいえ、博物館への来館には時間や交通手段をはじめ様々
な現実的な課題があり、容易ではない。そのため棚橋は、博
物館は標本類の教材資料を充分に完備し、学校の要求に応じ
て貸し出す必要性を説いた。先に引用した『教育学辞典』に
おいても、「直観教授」の項目の末尾に「直観教授の補助手段」
として、次のように博物館の利用が記されている。

実物・実現象に接せしめることが直観教授の原則である
が、それの不可能な場合にはこれに代るべきものを利用
して教授を直観化する策を講じなければならぬ。大要次
の各項が此の要求に応ずるものである。（一）標本・器
械・模型・絵画・写真・下絵等（これに付記せられること
は、博物館の利用及び教師の黒板画）。

博物館から学校への標本の貸出しについては、森金次郎や
星合の海外視察の報告でも詳しく紹介された＊14。

東京科学博物館と学校との連携
では、当時の学校による博物館利用の実態はどのようで

あったのだろうか。東京科学博物館の定期刊行物『自然科学
と博物館』には、学校による博物館利用の様子が報告されて
いる。昭和 6 年（1931）の 12 月号には「学校敎育に活用さ
れた科学博物館」と題する記事が掲載されている＊15。「一つ
の学校では、設備出来ないものを設備し、蒐集出来ない標本
を陳列し、実物に模型に絵画に写真に努力して、一見の下に
視覚教育の実を挙ぐる博物館を是非利用してほしいと願つ
た。」という一文が「はしがき」に記載されたこの記事には、
東京市の忍ヶ岡尋常小学校 6年生女組 49 名が授業の一環で
来館した様子がまとめられている。記事によると、9月 4 日
の午前 10 時から 11 時まで、地学部陳列室において、教員の
作成したプリントをもとに授業が行われた。プリント「火山
の研究」に記載された一部分を以下に引用する。

「火山の研究」
博物館でしらべませう。
絵や実物をよく見ること、絵をかくこと。
一、 地球の内部はどうなつてゐると考へられてゐますか、
そこにはどんなものがありますか。

二、 主な火山はどこどこにありますか。

三、 火山が普通の山とちがふ点はどんな点ですか。
四、 火山の噴火はどんな時起こりますか。
（中略）

十四、 火山の働きで出来た岩石を火成岩といひます、火成
岩の名まへをわかつただけかきなさい。

十五、 地面上で出来た岩石と、地中深くで固まつだ岩石と
は、どんな点がちがひますか。

十六、 火成岩を出来るだけ深く研究しませう。
（色や形、手ざはり、重さ、かたさ、出来る場所など）

火成岩の用途を出来るだけ実際についてしらべ書いておき
なさい。

ここで注目すべきは、項目「十六」において、手ざはり、
重さ、かたさ、といった記載項目が設定されていることであ
る。視覚のみならず、まさにこのような豊かな感覚的知覚の
働きを広げて学ぶ場こそ、博物館に求められる教育機能にほ
かならない。記事では児童が熱心に答案を書いた様子が伝え
られるとともに、さらに数日後の同時刻に一時間にわたり再
び展示を見学して答案を作成し、後日、学校で内容を整理し
完成させたと記されている。また、同級は理科の中で、再度、
東京科学博物館で水のはたらきと水成岩についての授業を
行ったとある。博物館からほど近いという立地の良さに支え
られていたとはいえ、学校の授業での学びと博物館の学びを
連続させ、しかも複数回にわたり学校と博物館を往復し、教
科内容を補完し得たことは、理想的な博物館利用学習であっ
たと考えられよう。さらに報告文には、博物館側が陳列に関
して学校の教育との連携を考慮している点、科学普及につい
てのひとつの難問は、専門の事項を内容の程度を下げずに、
方法によって平易に来館者に知らしめることであるとも記さ
れている。
この他にも、『自然科学と博物館』25 号（1932）の論考「科
学博物館の教訓的作用についての一考察」の中で、「小学児
童団体観覧の好適例」として、東京高等師範学校附属小学校
第四学年生の来館の様子が報告されている＊16。理科の「牛
と馬」の観察に主眼を置いて来館したが、想定していたすべ
ての説明はかなわなかった。そのため教師からの要望に応じ
て、陳列していなかった標本を貸し出した。教科書で習った
だけで実物に接したことがなかったため、児童は大変興味を
抱いたことが多数の答案から見て取れ、例として「本で牛の
胃は四つにくぎれてゐるというふことを見ましたが、実物を
みたのでいそうその大きさなどがよく分かりました。」とい
う児童の言葉を引用し、実物による授業の補助効果を挙げて



159

いる。
以上は比較的小規模の人数の来館であったが、同じく『自
然科学と博物館』26 号（1932）には、「中等學校生徒團體見
學の一例」と題する報告文が掲載されている＊17。12 月 5 日
に東京府立第一中学校第三、第四学年生あわせて約五百名が
来館したが、教員が教科計画を作成し、学芸官森金次郎の指
導により実施された。森学芸官の講話に続き、引率による率
見学や各自研究のための見学の後、昼食をとり解散したと記
されている。生徒の取り組みの成果は、「東京科学博物館に
おける研究」として後に博物館に寄贈されたとあり、資料文
献としての価値が高く、博物館にとり教育実践の成果として
のみならず、研究の視点からも有益であると記されている。
初めての試みで自身の研究テーマを見つけることに苦慮した
生徒もいたようだが、課題を仕上げるために博物館を再訪す
る生徒もあったようだ。
以上は『自然科学と博物館』に掲載された学校による博物
館利用の事例紹介を取り上げたが、これらの事例からも、博
物館が学校の来館の目的に応じたきめ細かな対応を行ってい
たことが明らかである。リニューアルした東京科学博物館と
学校との連携が、時に緊密な連携を取りながら展開されてい
たことが伝わる。
一方、学校教育の現場において、実物教育・直観教授をめ
ぐる当時の環境はどのようであったのだろうか。ここでやや
議論が飛躍するが、学校建築の視点から、実物や資料を用い
た教育の実践について考える方途を探り、本稿の結びとした
い。関東大震災からの復興にあたる大正末期から昭和初期に
かけて、東京市（当時）管内小学校の再建が推進された。東
京市が昭和 7年（1932）に発行した『東京市教育施設復興図
集』＊18 には、東京市 15 区内に竣工した小学校・中学校・図
書館の建築概要と写真が掲載されている。この図集には、各
校の校舎の写真、1階の図面に加えて、建築概要には、教室数、
特別教室、校内設備の内訳と面積が記載されている。ここで
注目すべきは、小学校建築における「標本室」である。本図
集に掲載された 138 校の小学校建築のうち、「標本室」の記
載がある学校は、130 校を数える。新築された小学校設備を
対象とした記載であり、当時東京市内に実在したすべての小
学校を網羅した統計ではないとはいえ、この数値からは、多
くの学校が標本を所有し、授業に備えていたと推察できる。
さらに第一東京市立中学校の建築概要に目を向ければ、「化
学標本室」「物理標本室」「図書標本室」「歴史標本室」と教
科ごとの標本室に加え、「博物実験室」「博物標本室」の記載
も認められる。同じ「博物」と称する施設は、第二東京市立

中学校においても「博物教室」「博物標本室」「博物準備室」
が確認できる。個々の学校の事例を調査し、どのような教材
が「標本室」「博物室」に蒐集され、どのように授業の目的
に応じて使用されたのか、その利用状況の調査はこれからの
課題としたいが、標本室の活用状況と、博物館活用との連携
を調査することで、学校による博物館利用の実態がより明ら
かになることが期待できる。
本稿は星合のアメリカにおける教育活動の事例報告を手掛

かりとして、昭和初期の博物館教育活動、とりわけその学校
との連携について素描した。星合が述べた学校と博物館をめ
ぐる連携の在り方、そして、棚橋が主張した博物館を学校の
補助機関として活用することの有用性については、両者以外
にもこの当時見られる論調である。学校による博物館利用の
調査の必要性は先に挙げた通りであるが、一方で、博物館固
有の学びの在り方についての視点を設定することもまた必要
であろう。学校に限定せず、たとえば個人、家族の博物館利
用に対する教育的配慮が、この時期どのように博物館おける
教育事業として実践されていたのか。昭和 26 年（1951）に
博物館法が制定され、その中で社会教育施設として博物館が
定位され、今日につづく活動を展開してゆくことになるが、
その端緒をこの時期の学校以外に向けられた博物館教育活動
に求めることもまた重要であるにちがいない。
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